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志茂無電柱化チャレンジ事業の進捗等について 

   

１ 要  旨  

  志茂地区で事業化の検討を進めている「無電柱化チャレンジ事業」に

ついて、これまでの検討をもとに、事業環境を踏まえた段階的な事業着

手等を旨とした「今後の整備の進め方と事業認定の取得」について、一

定の考え方をまとめたので、その旨報告する。  

 

２ 経  過  

平成２９年９月 東京都が「無電柱化チャレンジ支援事業」制度創設 

平成３０年２月 地元町会・商店街から「志茂スズラン通り商店街、志

茂 平 和 通 り 商 店 街 に お け る 無 電 柱 化 の 推 進 を 求 め る

要望書」が区に提出される。 

平成３０年３月 区議会地域開発特別委員会に北区道１２８４号線（以

下、本路線）をモデル路線と選定し、都の制度を活用

し無電柱化に向けた検討を開始する旨報告。 

平成３０年９月 東京都や電線管理者等と「北区無電柱化事業技術検討

会」を設置し、以降事業化の検討を進める。 

令和２年３月  区議会所管委員会に、「現時点で想定する整備手法」と

して、用地買収による地上機器設置場所の確保とソフ

ト地中化の併用により無電柱化を進めこととし、２年

度 末 ま で に 東 京 都 か ら 事 業 認 定 を 受 け る 旨 報 告 す る 。 

令和 2 年度   前年度から進めていた本路線の地下埋設管等の３Ｄ調

査結果をもとに、予備設計を行う。 

 

３ 今後の整備の進め方と事業認定の取得 ＝裏面図参照＝ 

（１）  整備計画 

   全長約３３０ｍの整備を望ましい姿としつつ、調査により克明にな

った地下埋設管の一部区間での深刻な輻輳状況や、今後の用地買収見

込み、特定財源の確保を含めた費用対効果等を総合的に勘案し、以下

の３つの区間に分け、事業環境が整った区間から事業化することとす

る。 



①  先工区：他の工区と比較し事業化に向けた課題が比較的少ない区間 

（補助２４６号線から約１００ｍ区間）。 

②  後工区：地下埋設 管の輻輳はあるも のの、今後の沿道 の用地買収等   

により事業化の見込みが出てくる区間（①と③の間の区間）。 

③  検討工区：地下埋 設管の輻輳が顕著 で、電線共同溝等 の埋設が非常

に厳しい区間（北本通りから約１００ｍ区間） 

（２）  事業認定の取得 

 〇「先工区」については、予定通り本年度末までに事業認定を取得し、

設計作業を進めながら、確実な事業実施に向けた検討を深める。 

 〇「後工区」及び「検討工区」については、東京都の制度改正が予定さ

れ、当初今年度末までとされた事業認定取得期限が３か年延長される

見込みのため、今後の用地買収や電線管理者を含めた協議調整等を通

じ事業化の検討を進め、目途が立った時点で、当該区間の事業認定申

請を行うこととする（その際、後工区と検討工区の範囲については検

討状況に応じ変更する場合がある）。 

至 赤羽駅

令和２年度

事業認定取得範囲
北本通り

志茂平和通り商店街

赤羽岩淵中

補助246号線

地上機器

設置箇所 先工区 後工区（※）

検討工区

(約100ｍ）

※「後工区」の区間距離については、

今後の買収活動により取得できた

用地の位置等により変動する。

令和３年度以降、事業環境の整備状況により

事業認定を取得する範囲

志茂スズラン通り商店街

 

４ 今後の予定 

令和３年３月 先工区の東京都による事業認定（予定） 

 令和３年度  先工区の予備補足設計 

        後工区、検討工区の事業環境整備に向けた取組み継続 


